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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成29年4月20日(2017.4.20)

【公表番号】特表2015-511935(P2015-511935A)
【公表日】平成27年4月23日(2015.4.23)
【年通号数】公開・登録公報2015-027
【出願番号】特願2014-551652(P2014-551652)
【国際特許分類】
   Ａ０１Ｎ  25/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 201/00     (2006.01)
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   Ａ０１Ｎ  25/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ０１Ｎ   25/00     １０１　
   Ｃ０９Ｄ  201/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    7/50     　　　　
   Ａ０１Ｎ   25/02     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/304    ６４７Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５７２Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年2月17日(2017.2.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎ－ｎ－ブチルピロリドンの非生殖毒性溶媒としての使用であって、ここでの非生殖毒
性は、２００８年１２月１６日の欧州会議及びその議会のＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ（ＥＣ）
Ｎｏ　１２７２／２００８、そして２０１２年１１月までの修正による評価に従う非生殖
毒性である、上記使用。
【請求項２】
　溶媒としてのＮ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、Ｎ－エチル－２－ピロリドン（ＮＥＰ
）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、及
びそれらの混合物からなるリストから選択される溶媒の一部又は完全な置換ための使用で
あって、前記溶媒がＮ－ｎ－ブチルピロリドンを少なくとも１容量％含む請求項１に記載
の使用。
【請求項３】
　少なくともＮＭＰ、ＮＥＰ、ＤＭＡｃ、又はＤＭＦを含む溶媒中の共溶媒としての使用
であって、前記溶媒がＮ－ｎ－ブチルピロリドンを少なくとも１容量％含む、請求項１又
は２に記載の使用。
【請求項４】
　溶媒中の共溶媒としての使用であって、該溶媒がＮＭＰ、ＮＥＰ、ＤＭＡｃ、又はＤＭ
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Ｆの置換の溶媒である第２の溶媒を含み、前記溶媒がＮ－ｎ－ブチルピロリドンを少なく
とも１容量％含む、請求項１～３のいずれかに記載の使用。
【請求項５】
　第２の溶媒が、Ｎ－エチル－２－ピロリドン（ＮＥＰ）、１，５－ジメチル－ピロリド
ン（ＤＭＰ）、ジプロピレングリコールジメチルエーテル（ＤＰＧＤＭＥ）、大豆油又は
コーンオイル由来のメチルエステルと乳酸エチルの混合物、ポリ（エチレングリコール）
ジメチルエーテル（一般に、「ポリグリム」という）、ジエチレングリコールジエチルエ
ーテル（一般に、「エチルジグリム」という）、１，３－ジオキソラン、ジメチルスルホ
キシド（ＤＭＳＯ）及びメチル－５－（ジメチルアミノ）－２－メチル－５－オキソペン
タノエートから群から選択される、請求項４に記載の使用。
【請求項６】
　溶媒がＮ－ｎ－ブチルピロリドンの少なくとも１容量％を含む、請求項１～５のいずれ
かに記載の使用。
【請求項７】
　溶媒がＮ－ｎ－ブチルピロリドンの少なくとも５０容量％を含む、請求項６に記載の使
用。
【請求項８】
　溶媒が溶解剤、希釈剤、抽出剤、洗浄剤、剥離剤、除去剤、脱脂剤、吸収剤及び／又は
分散剤として使用される、請求項１～７のいずれかに記載の使用。
【請求項９】
　溶媒が農薬製剤中で溶解剤、希釈剤又は分散剤として使用される、請求項８に記載の使
用。
【請求項１０】
　溶媒がニス、塗料及び／又はセルロース誘導体、ビニル、アクリル及び／又は他の樹脂
に基づく別のフィニッシングの剥離剤として使用される、請求項８に記載の使用。
【請求項１１】
　溶媒が炭素堆積物及び燃焼機関の内部からの他の燃焼生成物の除去剤として使用される
、請求項８に記載の使用。
【請求項１２】
　溶媒がポリマー材料、染料及び他の汚染物質の除去に洗浄剤として使用される、請求項
８に記載の使用。
【請求項１３】
　溶媒が、重合反応の溶解剤、希釈剤、抽出剤、吸収剤及び／又は分散剤として使用され
、またコーティング、スピニング、ラミネーティング、モールディング、押し出し及び除
去工程に用いられる、請求項８に記載の使用。
【請求項１４】
　請求項８に記載の使用であって、溶媒が樹脂の製造において溶解剤、希釈剤、抽出剤、
吸収剤、反応媒体、及び／又は分散剤として使用され、該樹脂はセルロース誘導体、ポリ
アミド、ポリイミド、ポリエステル、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、ポリビニル
クロリド（ＰＶＣ）、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアセテート、ポリカーボネート
、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリエーテル、ポリウレタン、ポリエステルイ
ミド、エポキシ樹脂、ポリ（アミドーイミド）樹脂、及びそれらの共ポリマーから成る群
から選択され、及びエナメル被覆ワイヤーの製造におけるこれらのポリマーの適用プロセ
スにおける、使用。
【請求項１５】
　溶媒がポリテトラフルオロエチレンポリマー及び／又は基質上にそのようなポリマーの
いずれかの連続した堆積物の製造において、溶解剤、希釈剤、抽出剤、吸収剤、反応媒体
、及び／又は分散剤として使用される、請求項８に記載の使用。
【請求項１６】
　溶媒が化学反応又は薬剤反応を行うために溶解剤、希釈剤、抽出剤、吸収剤、反応媒体
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、及び／又は分散剤として使用される、請求項８に記載の使用。
【請求項１７】
　溶媒がマイクロエレクトロニクス製造工業で使用される、請求項８に記載の使用。
【請求項１８】
　印刷回路板及び／又は印刷回路マイクロチップの製造工程でフォトレジスト剥離剤とし
ての、請求項１７に記載の使用。
【請求項１９】
　溶媒が光化学プロセスで抽出剤として使用される、請求項８に記載の使用。
【請求項２０】
　溶媒が、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、並びにＮ－ｎ－ブチルピロリドンを少なく
とも１容量％含む溶媒。
【請求項２１】
　Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）の置換の溶媒である第２の溶媒を含み、及び第１の溶
媒としてＮ－ｎ－ブチルピロリドンを少なくとも１容量％含む、溶媒。
【請求項２２】
　第２の溶媒が、Ｎ－エチル－２－ピロリドン（ＮＥＰ）、１，５－ジメチルピロリドン
（ＤＭＰ）、ジプロピレングリコールジメチルエーテル（ＤＰＧＤＭＥ）、大豆油又はコ
ーンオイル由来のメチルエーテルと乳酸エチルの混合物、ポリ（エチレングリコール）ジ
メチルエーテル（一般に、「ポリグリム」という）、ジエチレングリコールジエチルエー
テル（一般に、「エチルジグリム」という）、１，３－ジオキソラン、ジメチルスルホキ
シド（ＤＭＳＯ）及びメチル－５－（ジメチルアミノ）－２－メチル－５－オキソペンタ
ノエートからなる群から選択される、請求項２１に記載の溶媒。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　本発明の事情で、非生殖毒性は、２００８年１２月１６日の欧州会議及びその議会のＲ
ＥＧＵＬＡＴＩＯＮ（ＥＣ）Ｎｏ　１２７２／２００８、そして２０１２年１１月までの
修正による評価に従う非生殖毒性を意味する。
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